奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付要領運用基準

令和７年４月１日規程第８号

　（趣旨）
[bookmark: _GoBack]第１条　この基準は、奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付要領（令和７年規程第７号以下「要領」という。）の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この基準で使用する用語の意義は、要領で使用する用語の例による。

　（助成金の額）
第３条　要領第３条に規定する別に定める奈井江町定住促進中古住宅購入助成金（以下「中古住宅購入助成金」という。）の額は、次のとおりとする。ただし、第１号もしくは第２号の助成金が購入価格の８割を超える場合は、購入価格の８割を上限とする。
(１)　町民が中古住宅を購入し居住した場合は、100万円を助成する。
(２)　町外者が中古住宅を購入し居住した場合は、150万円を助成する。
(３)　若年世帯又は子育て世帯に該当する場合は、第１号又は第２号で定める額に50万円を加算する。
(４)　子育て世帯に該当する世帯は、第１号又は第２号で定める額に子ども（胎児を含む）１人につき30万円を加算する。
(５)　当該住宅に居住を開始する前にリフォーム工事（奈井江町住宅リフォーム助成金交付要領（令和７年規程第９号）第４条の規定を準用する同要領第２条第４号に規定する改修工事又は同要領第６条第１号に規定する改修工事（第５条第９号において「省エネ・再エネ工事」という。）を行った場合は、同要領第６条の規定を準用して得た額を加算する。
２　助成金額は、１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

（助成金の対象者）
第４条　要領第３条に規定する助成金の対象者は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。
　(１)　世帯全員が本町に住所を有する者であること
(２)  助成金の交付決定日より５年以上継続して、助成金の対象住宅に住民票を置き、生活の本拠地とすること
(３)　世帯全員が市町村民税等、市町村に納付すべき公共料金を滞納していない者。
(４)　助成金の対象者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者
(５)　破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行なう団体等に所属していない者

（申請手続）	
第５条　要領第４条に基づく助成金の申請は、奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。 
　(１)　中古住宅の購入に係る売買契約書の写し
　(２)　中古住宅の売買に係る領収書等の写し
  (３)　建物の全部事項証明書
(４)　個人情報確認同意書（別記様式第２-１号）
(５)　誓約書兼同意書（別記様式第２-２号）
　(６)　町外者の場合は世帯全員の前住所地の納税証明書、所得証明書
(７)　世帯に妊婦がいる場合、母子手帳の写し
(８)　リフォーム加算（第３条第５号による加算をいう。）を申請する場合、改修工事の内容及び費用の積算根拠が明らかとなる書類、工事請負契約書等の写し、工事の施工前及び施工後の写真並びに改修工事に要した費用の領収書等の写し
(９)　省エネ・再エネ工事に該当する場合、製品の名称、型番及び性能を証明する書類
(10)　その他町長が必要と認める書類
２　前項の申請書は、当該中古住宅居住後、３か月を経過する日までの期間内で、町長に提出しなければならない。
３　前項の規定にかかわらず、天災地変その他の理由により町長が特に必要があると認めるときは、前項に定める期間以後に申請書を提出することができるものとする。

　（助成金の交付決定の通知）
第６条　町長は、中古住宅購入助成金の交付を決定し、又は却下しようとするときは、当該申請を行なった者に対し、奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付決定（却下）通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。

　（助成金の請求等）
第７条　前条による助成金の決定通知を受けた者が助成金の交付を請求しようとするときは、助成金交付請求書（別記様式第４号）を町長に提出しなければならない。

　（助成金の返還）
第８条　要領第６条第１項の規定により、返還を命ずることができる助成金の額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(１)　交付の日から要領第６条第１項のいずれかに該当することとなった日（以下「当該日」という。）までの期間が１年未満　当該助成金の全額
(２)　交付の日から当該日までの期間が１年以上２年未満　当該助成金の５分の４を乗じて得た額
(３)　交付の日から当該日までの期間が２年以上３年未満　当該助成金の５分の３を乗じて得た額
(４)　交付の日から当該日までの期間が３年以上４年未満　当該助成金の５分の２を乗じて得た額
(５)　交付の日から当該日までの期間が４年以上５年未満　当該助成金の５分の１を乗じて得た額
　（その他）
第９条　この基準に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附　則
（施行期日）
１　この規程は、令和７年４月１日から施行する。
　（規程の失効）
２　この規程は、令和12年３月31日限り、その効力を失う。
　（規程の失効に伴う経過措置）
３　第８条の規定については、この規程が失効後もなお、その効力を有するものとする。

　　　附　則
　この規程は、令和７年７月１日から施行する。

　　　附　則
この規程は、令和８年４月１日から施行する。












別記様式第１号（第５条関係）

奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付申請書

令和　　年　　月　　日

奈 井 江 町 長　様

                                   　 申請者　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　奈井江町定住促進中古住宅購入助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１　住宅購入完成年月日　　　　　令和　　年　　月　　日

２　居住開始年月日　　　　　　　令和　　年　　月　　日

３　世帯構成（同居予定者含む）
	続柄
	氏　　　名
	性別
	年齢
	勤務先・学校名

	世帯主
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



４　その他
　私は、奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付要領第６条第１項各号のいずれかに該当することとなったときは、すでに交付された助成金を返還します。

５　添付書類 
　(1)　中古住宅の購入に係る売買契約書の写し
　(2)　中古住宅の売買に係る領収書等の写し
  (3)　建物の全部事項証明書
　(4)　個人情報確認同意書
　(5)　誓約書兼同意書
　(6)　町外者の場合は世帯全員の前住所地の納税証明書、所得証明書
(7)　世帯に妊婦がいる場合、母子手帳の写し
(8)　リフォーム加算を申請する場合、改修工事の内容及び費用の積算根拠が明らかとなる書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　類、工事請負契約書等の写し、工事の施工前及び施工後の写真ならびに改修工事に要した費用の領収書等の写し
(9)　省エネ・再エネ工事に該当する場合、製品の名称、型番及び性能を証明する書類
(10)　その他町長が必要と認める書類

別記様式第２-１号（第５条関係）

個　人　情　報　確　認　同　意　書


　奈井江町定住促進中古住宅購入助成金の申請条件資格の確認を行うにあたり、以下の事項に関する調査を奈井江町の職員が行うことに同意いたします。

記
・氏名や住所、居住実態等に関する事項
・町・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、公営住宅使用料、保育料の滞納に関する事項
・水道料金、下水道使用料の滞納に関する事項
・町に収めるべき医療費等の滞納に関する事項
・暴力団等の該当の有無
・その他町長が必要と認めた事項

令和　　年　　月　　日

奈井江町長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申請者　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯員　　氏　名　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印






別記様式第２-２号（第５条関係）

誓　約　書　兼　同　意　書


　私は、奈井江町定住促進中古住宅購入助成金を交付申請するにあたり、以下のことを誓約します。

１．助成金の交付決定日から起算して５年以上継続して、助成金の対象住宅に住民票を置き、生活の本拠地とすること

　２．奈井江町定住促進中古住宅購入助成金要領第６条第１項の規定による助成金の返還命令を受けた場合は、交付を受けた助成金の全部又は一部について、速やかに返還すること
--------------------------------------------------------------------------------

私は、奈井江町定住促進新中古住宅購入助成金の交付決定日から起算して５年以内は、以下の情報について、町が保有する公簿等により町の職員が確認することに同意します。

１．住民登録情報
２．固定資産登録情報
　
令和　　年　　月　　日

奈井江町長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申請者　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　印


【参考】（奈井江町定住促進中古住宅購入助成金要領第６条第１項　抜粋）

（助成金の返還）
第６条　町長は、中古住宅購入助成金の交付を受けた者（以下「助成金被交付者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金被交付者に対し、既に交付した当該中古住宅購入助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
　(１)　助成金被交付者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
（２） 助成金の交付決定日から起算して５年以内に、対象住宅から住民票を異動したとき、又は住宅の所有権移転若しくは賃貸等を行ったとき。
(３)　この要領の規定に違反したとき。
　(４)　前３号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。　　　　　
別記様式第３号（第６条関係）


奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付（却下）通知書


　奈　企　政　第　　　号
令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　様


奈井江町長　三本　英司


　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった奈井江町定住促進中古住宅購入助成金については、下記のとおり交付を決定（却下）したので通知します。
　

記

１　交付金額　　　　　金　　　　　　　　　円

２　交付の条件

　（１）奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付要領第６条第１項各号のいずれかに該当することとなったときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還すること。

　（２）町長から報告又は書類の提出を求められたときは、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行なうこと。

　（３）申請書記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出ること。

　（４）積極的な地域活動に参加すること。


３　却下の理由（却下の場合）




※　本通知書により助成金の交付の決定の通知を受けた場合には、同封の請求書により、速やかに上記１の交付金額の請求を行なって下さい。

別記様式第４号（第７条関係）

奈井江町定住促進中古住宅助成金支給請求書

令和　　年　　月　　日

奈井江町長　様

住　　所
氏　　名　　　　　　　　　印

　令和　年　月　日付け奈企政第　号で助成金の交付の決定を受けた奈井江町定住促進中古住宅支給助成金について、次のとおり申請します。

記


１　助成金交付決定額

２　助成金請求額

３　助成金交付方法

	振


込


先
	金融機関名
	

	
	預金種目
	（普通　・当座　・貯蓄　・その他）

	
	口座番号
	

	
	（フリガナ）
口座名義
	

	
	
	







